
燕市建設工事積算内訳事後公表の試行について 
 

令 和 ３ 年 ６ 月 

総 務 部 用 地 管 財 課 

 

燕市が発注する建設工事の透明性、客観性の向上を図るため、積算内訳を書面による閲覧の方法で

事後公表します。令和３年４月１日以降に契約を締結したものから適用します。 

 

１．事後公表の対象工事 

  建設業法第２条第１項に規定する建設工事で、設計金額が１３０万円以上の土木一式工事及び建

築一式工事とします。 

  ※随意契約は除きます。 

 

２．事後公表する内容 

  （１）土木一式工事 

設計書鑑 
・工事名、工事番号、施工地、設計額、工事日数又は完成期

限、設計概要 

本工事費 

内訳表 

直接工事費 

・工事区分、工種、種別について、それぞれの名称、単位、

金額を記述。 

・細別の内訳について、名称、数量、単位を備考欄に記述。 

間接工事費 
・共通仮設費、現場管理費、一般管理費等とし、名称、金額

を記述。 

 

（２）建築一式工事 

設計書鑑 ・工事名称、工事場所、施設概要、工事概要、工事期間 

内訳書 

直接工事費 
・工事費内訳、種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳につ

いて、それぞれの名称、数量、単位、金額を記述。 

間接工事費 
・共通仮設費、現場管理費、一般管理費等とし、名称、数量、

単位、金額を記述。 

 

３．事後公表の時期 

  契約締結日から起算して３０日後に閲覧に供するものとします。 

 

４．事後公表の期間 

 当該契約年度及び翌年度とします。 

 

５．閲覧の場所 

 燕市役所総務部用地管財課 

 

６．閲覧の日時 

 土・日、祝祭日、１２月２９日から翌年の１月３日を除く日 

 午前９時から午後５時（ただし、正午から午後１時までを除く。） 

※閲覧書類の整理その他必要がある場合には、閲覧日時を変更する場合があります。 

 

７．閲覧の条件 

（１）積算内訳の書面は閲覧場所以外には持ち出すことはできません。 

（２）積算内訳を汚損又は毀損してはなりません。 

（３）積算内訳の複写等は行いません。 

（４）閲覧に供した資料の内容に関する問い合わせは、積算した担当課とします。 

 



９．公表資料の管理及び保管 

 総務部用地管財課において行います。 

 

10．閲覧の手続き 

（１）総務部用地管財課において、燕市建設工事積算内訳閲覧申請書に必要事項を記入して所定

の閲覧場所で閲覧してください。 

（２）上記７の閲覧の条件を遵守して閲覧してください。 

 

11．適用 

  令和３年４月１日以降に契約を締結したものから適用します。 

 

12．問い合わせ先 

  燕市総務部用地管財課契約管理係 ０２５６－７７－８３３２ 


